
ところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,012,435千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　(債務負担行為)

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　(地方債)

　額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

　(一時借入金)

　300,000千円と定める。

平成２２年２月２６日  提出

西東京市長　　坂　口　光　治

平成２２年度西東京市保谷駅南口地区

第一種市街地再開発事業特別会計予算

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

平成２２年度西東京市の保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算は、次に定める

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

- 1 -



第１

歳

都 補 助 金 136,97

　

6

3 財 産 収

入

入 996,773

1 財 産 運 用 収 入 588

2 財 産 売 払 収 入 996,185

4 繰 入 金 446,720

1 一 般 会 計 繰 入

款

金 446,720

表

項

5 繰 越 金 1

金

1 繰 越 金 1

　

6 諸 収 入 1

　

1 市 預 金 利 子 1

　

7 市 債 19

　

3,760

額

1 市 債 193,760

 

歳　　入　

(

　合　　計 2,012

単

,435

歳　出

　

位

款 項 金　　　　

:

額

 (単位:千円)

3

千

-   -

円

1 再 開 発 費 1,966

)

,166

1

2

総 務 費 690,886

-

2 事 業 費 1

 

,275,280

 

2 公 債 費 40,

 

269

1 公

歳

-

債 費 40,269

3 予 備 費 6,000

1 予 備 費 6,000

歳　　出　　合　　計 2,012,435

1 国 庫 支

入

出 金 238,204

歳

1 国 庫 補 助 金

出

238,204

予

2 都 支 出 金 136

算

,976

1



第２表　債務負担行為

千円

（Ⅲ期）

第３表　地方債

起 債 の 目 的

一 般 公 共 事 業 193,760

千円

限 度 額

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる場

合、利率の見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率）

　据置期間を含み２５

年以内に償還する。た

だし、市財政の都合に

より据置期間及び償還

期限を短縮し若しくは

繰上償還又は低利債に

借換えすることができ

る。

償 還 の 方 法

証書借入

又　　は

証券発行

起債の方法

５．０％以内

期　　　間事　　　　　項

平 成 23 年 度

利 率

ペデストリアンデッキ建設事業

交 通 広 場 整 備 事 業

限　　　度　　　額

平 成 23 年 度 438,848

113,000
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